
平成２４年２月１日

病院長

「診療費の未払い」について

県立病院は皆様の診療費で支えられています！！

　県立病院の経営が危機的状況にあることは、ご存じのことと思います。そのような中、診療費の未払いは
大きな問題になっています。一人一人がお支払い頂かなければ、適正な医療の提供だけではなく病院の
存続も危ぶまれます。

　現在、診療費の未払いについて支払いに応じようとしない未収患者に対し、裁判所にて支払督促や訴訟
などの法的措置を行うことを検討しています。

　県立病院は、皆様の診療費で支えられています。ご理解頂くとともに健全な経営へのご協力をお願いし
ます。
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